
 

事 務 連 絡 

令和５年 11月 15日 

 

各道県・指定都市教育委員会学校安全主管課 

各 道 県 私 立 学 校 主 管 課 

 

文部科学省総合教育政策局     

男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

 

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の周知・広報に関する依頼 

 

 

この度、標記について、内閣府及び気象庁から文部科学省に対し別添写しのとおり協力依頼があり

ました。 

地震・津波から命を守るためには、防災情報の発信時に適切な対応がとれるよう、情報の概要等を

事前に知っておくことが重要です。 お忙しいところ大変恐縮ですが、 内閣府及び気象庁の作成した

資料について、対象地域の小中学校関係者への周知に御協力いただきますようお願いいたします。 

各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、

各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、周知されるようお願いい

たします。対象地域については、別添（写）を御確認ください。なお、内容に関する問合せは、内閣

府へ直接お願いいたします。 

 

 

 

 

 

【問合せ先】                       

文部科学省 総合教育政策局        

男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室防災教育係         

電話：03-5253-4111（内線 2670）  

Email：anzen@mext.go.jp         

マンガ冊子による「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の周知・広報に関する内閣府及び気象庁の

取組について、対象となるエリアの小中学校への協力依頼周知に御協力ください。 

御中 
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